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契約・著作権に関わる作業部会での議論のまとめ

－今後のプロジェクトへの対応－

・文部科学省ライフサイエンス課所管のデータ産生型プロジェクトに関しては、

データベースの構築を義務付けとその使用権を統合センター側に担保する

ことを目的とした覚書を文部科学省と受託者間で締結することを目指す。

・ただし、下記内容であればライフ課としては公募要領への記載で対応したい。
(覚書案の骨子）
・データ産生型プロジェクトに関しては、プロジェクト費用にデータベース構築分を計上
およびデータベース公開を義務付ける。

・統合データベース構築者へのデータベース提供を義務付ける。
・公開すべきデータの具体化とインフォームド・コンセントに関わる配慮

中核機関での検討と文部科学省の見解

作業部会での議論

・公募要領への盛り込みは速やかに進めるべき。
・公募要領への記載の具体化と採択、契約過程での問題点の検討と手順の
具体化が必要

作業部会での結論 ・作業部会の下に検討委員会を作り、上記の議論
に基づく具体化策を検討する。
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「脳科学研究戦略推進プログラム」公募要領への記載（1）

データ/データベースの公開
への努力

データ/データベースの提供
（DBCLS or 指定機関へ）

非独占的な複製・改編権
の担保

必要な情報の提供義務

提供者と競合しないこと
の説明

DBCLSと統合ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの説明
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「脳科学研究戦略推進プログラム」公募要領への記載（2）

データ/データベース提供
利用の担保

今後の進め方

・今回の公募をモデルケースとして実効を上げると同時に問題点を抽出する。

・ iPS細胞関係など今後のプロジェクトへの継続的な適用をお願いする。

3




